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令和 8年度河川改良単独事業 （準）松小池川段階的河川改修計画策定業務 

 

 

第１条（適用範囲） 

本特記仕様書は、「令和 8 年度河川改良単独事業 （準）松小池川段階的河川改修計画策定業務」

（以下、本業務という。）に適用する。 

また、本特記仕様書に定めのない事項については、「浜松市土木工事関連業務委託共通仕様書（浜

松市財務部技術監理課監修）」（以下、共通仕様書という。）の規定による。 

 

第２条（業務目的） 

浜松市では「令和６年度河川改良単独事業(準)松小池川河川改修計画策定業務委託」にて高水計画

を検討した。一方で放流先となる静岡県では、（準）松小池川合流点の上下流で暫定整備を令和 7年
度に計画するなど被害低減に向けた取り組みを進めている。 

本業務では、（準）松小池川河川改修計画について、安間川の暫定整備計画をふまえた段階的な改

修計画を立案し、交付金の申請に必要な資料を取りまとめることを目的とする。 

 

第３条（業務対象区域） 

浜松市中央区豊西町 地先外 

準用河川松小池川（L=4.87km,A=5.64km2） 

 

第４条（配置技術者） 

受託者は、業務責任者及び照査技術者を各 1 名選任し、以下の基準をすべて満たす者を配置しなけ

ればならない。なお、業務責任者と照査技術者は兼務することができない。 

 

１ 以下のいずれかの資格を有すること。 

 ・ 技術士〔建設部門:「河川、砂防及び海岸・海洋」〕 

 ・ 技術士〔総合技術監理部門:「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」〕 

 ・ ＲＣＣＭ専門技術部門:「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」 

２ 平成２３年度以降に完了し引き渡しが済んでいる、国、地方公共団体が発注した河川整備基本

方針策定業務又は河川整備計画策定業務(洪水処理計画検討を含む)の実務経験を有すること。 

 

第５条（業務内容） 

本業務は、以下のとおりの業務内容とし、既往の測量・設計成果を用いて改修計画を策定するこ

と。 

 

１ 計画準備 

業務に関する契約図書、指示事項及び下記の貸与資料を十分に把握し、技術的方針及び作業工程を

検討し、業務計画書を作成する。 
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２ 基礎資料の収集整理 

（１）基礎資料の収集整理 

既往の治水検討資料（令和６年度河川改良単独事業(準)松小池川河川改修計画策定業務委託 成果

品や浜松市総合雨水対策計画）、合流先河川の治水計画（（一）天竜川水系安間川河川整備計画の検

討資料、水災害対策プランや各種水文データ（降雨・水位）、浸水実績、河川測量成果等を収集し整

理する。 

 

（２）現地踏査 

河川の堤防・護岸・河床の状況、堰・橋梁等の河川横断構造物の状況、河川の利用状況など、現地

踏査を実施し、現状を把握する。 

 

（３）現況流下能力の確認 

既往検討成果より（準）松小池川の現況流下能力を確認し、浸水被害との関連性について整理する。 

 

（４）配慮事項の整理（検討方針の立案） 

既往検討成果（現況流下能力、基本高水、計画高水、河道計画）及び関連計画等を整理し、河道改

修上の配慮事項を整理し、今後の検討方針を立案する。 

 

３ 計画高水流量（案）の設定（暫定整備） 

放流先河川である（一）安間川の暫定整備計画を踏まえ、準用河川松小池川の暫定整備における

洪水処理方式及び計画高水流量（案）を設定する。設定にあたっては、既往検討業務で設定した洪水

処理方式、基本高水（案）及び計画高水流量（案）を基本に、実現性に配慮した洪水処理方式及び計

画高水流量（案）とすること。 

 

４ 河道計画の策定（暫定整備） 

３にて設定した計画高水流量（案）に対し、暫定河道計画を策定する。策定にあたっては、（一）安

間川の河道計画との整合性に留意すること。また、各整備段階に対して概算事業費を算出すること。 

 

５ 関係機関協議資料の作成 

河川改修事業の交付金申請に必要な資料を作成すること。また、放流先河川となる静岡県との放流

協議資料を作成すること。現時点で想定している資料は以下の資料である。 

＜作成予定資料項目＞ 

〇概要図 

〇新規実施箇所資料 

〇河川改修計画 概要書 

〇松小池川河川改修計画書 

〇ポンチ絵（位置図・概略平面図・事業スケジュールを記載、A4判 3 枚程度） 

〇静岡県への説明資料 
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〇交付金適用要件の確認資料 

 

６ 報告書作成 

上記で実施した項目について、取りまとめるものとする。取りまとめる際には検討の過程及び根拠

が明確に判るようにする。 

 

７ 設計協議 

設計協議は、業務着手時、中間時３回（関係機関協議（静岡県）1 回を含む）、成果品納入時の計５

回とする。 

 

第６条（納入成果品） 

納入成果品は、次のとおりとする。 

１ 電子データ（CD-R） ２部 

２ 報告書（A4版） ２部 

 

第７条（その他） 

本特記仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 

 

第８条（貸与資料） 

・雨量観測及び浸水実績に関する資料 

・令和 6 年度河川改良単独事業（準）松小池川河川改修計画策定業務委託 成果品 

・令和 7 年度河川改良単独事業（準）松小池川基本設計業務委託 成果品 

・浜松市川づくり計画 ※市ホームページよりダウンロード可 

・浜松市総合雨水対策計画 ※市ホームページよりダウンロード可 

・馬込川水系河川整備基本方針 参考資料（治水計画編）※静岡県資料 

・馬込川水系河川整備基計画 参考資料（治水計画編）※静岡県資料 

 



位置図

業務対象河川
（準）松小池川

東名高速道路

国道１号


